
（岩出市）

－下請会社と契約する場合の手続きの流れ－

入札の場合は総務課、随意契約は各担当課にて契約

現場代理人の届出 各担当課へ提出

　※原則として、現場代理人が下請負人の指導責任者となります。

・下請（委任）承諾申請書

請負業者 　書類準備 ・一部下請確認書

・契約書（案）

・下請の建設業許可の写し ・その他、担当課が求める書類

下請予定会社と契約 下請予定会社と契約できません

契約書の原本を各担当課に提示

契約書（写）を各担当課に提出

その他、担当課が求める書類

※新しい一次下請け会社を追加したいときも、「書類準備」以降のフローと同様です。

（注意事項）

・　承認後、申請と異なる事実が判明した場合は、指名停止・契約解除等の措置となる場合があります。

・　提出された内容を確認する為、下請業者の情報等について他の関係機関に照会をする場合があります。

落札  ※随意契約によるものを含む

契約

　各担当課に提出

承認 不承認


